
〇　  〇　   〇

小金井市

甲野　　　  義太郎 乙川　　　　梅子

こうの　　　　　　よしたろう おつかわ　　　　　　うめこ

昭和　平成
西暦

昭和　平成
西暦〇　　　　〇　　　　〇 〇 　　　〇　　　　〇

□右に同じ □左に同じ

□右に同じ
甲野　義太郎

□左に同じ

東京都　国分寺市　戸倉

一丁目　６００ １

東京都　小平市　小川町

二丁目　２

甲野　幸雄 乙川　忠治
甲野　幸雄
甲野　花子 長 二

丙原　秋男
乙川　春子
乙川　忠治

東京都　小金井市　本町　六丁目　６

平成　令和
西暦 〇　　　〇

甲野　義太郎 乙川　梅子

◎署名は必ず本人が自署してください。
◎本人確認書類をご持参ください。（例：運転免許証、マイナンバーカード）
◎外国籍の方が婚姻の届出をする場合は、必要となる書類をあらかじめ
　ご確認ください。

日曜日や祝日でも届けることができます。（この場合宿直等で取扱うため、前日までに戸籍係にて点検を受けることをお勧めします。）

東京都　小金井市　本町
６丁目　６ 番地

番
番地
番 号号３　　役所荘

婚姻と合わせて住所や世帯主が変わる方は、別に住民異動届（転入届、転居届、世帯合併届等）の手続きが必要となります。
婚姻届と同時にこれらの届を出すときには、「⑵住所欄」に新住所、新世帯主を記入してください。
夜間窓口（本庁舎１階施設管理室）に婚姻届出の場合は、住民異動届は受付できませんので別に提出いただくことになります。

甲野　幸雄 丙島　桜
昭和　平成
西暦

昭和　平成
西暦 〇　　　  〇　　　　〇〇　　　 〇　　　   〇

号４１　　１５

東京都　世田谷区　若林

４丁目 号
番地
番

番地
番 ３１　　１８

東京都　小金井市　前原町

３丁目

東京都　国分寺市　戸倉

一丁目　６００　　　　　１

東京都　千代田区　千代田　

　　　　　　　１

未挙式・未同居の場合は空欄でかまいません。→

【小金井市役所開庁時間】
　平日（月～金）午前８時３０分～午後５時
　休日開庁日　　午前９時～午後１時
　※休日開庁日はホームページ等であらかじめご確認ください。

　上記以外のすべての時間帯
　夜間窓口（本庁舎１階施設管理室）にて届書をお預かりします。
　翌開庁日に戸籍係職員が審査し、受理決定した場合、受理日は届出した日になります。

　※休日開庁及び夜間窓口での届出は、翌開庁日に戸籍係職員が審査した際、
　　不備や訂正箇所が見つかった場合は、後日改めて来庁の上、訂正していただくことがあります。

外国籍の方は西暦で
ご記入ください。→

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円

724759
楕円




